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景観ガイドラインのイメージについて 

 

景観形成基準（一般基準） 

形態・意匠・色彩 

１建築物全体のバランスだけでなく、周辺建築物と意匠や素材を合わせるなど、周辺との調

和を図る。 

 

 

２接している道路や周囲にある坂道、歴史・文化的資産などの景観特性からの見え方に配慮

し、長大で平滑な壁面を生じさせないよう壁面の分節化や色彩の工夫などにより、圧迫感

の軽減を図る。 

 

 

５建築物に附帯する室外機・配管設備・ダクト類や屋外階段などがある場合は、周囲からの見え

方に配慮し、建築物と一体的に計画するなど、露出しないよう工夫する。 

 

資料第２号 
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配置 

１道路などの公共空間と連続したオープンスペースの確保など、公共空間との関係に配慮し

た配置とする。（敷地面積≧3000㎡の建築物等の場合） 

 

 

 

景観特性基準 幹線道路等基準 

 

４建築物の側面や幹線道路等の後背地からの見え方にも配慮し、建築物の側面や裏側に附帯

する室外機・配管設備・ダクト類や屋外階段などが目立たないよう工夫する。 

 

 

 

図版の出典：世田谷区風景づくりのガイドライン 


